
公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a c d e f g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

05秋田県 118 91 86 69 秋田県ゆとり生活創造センター ○ 特定非営利活動法人　あきたﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県ふるさと村施設（近代美術館を除く） ○ 株式会社秋田ふるさと村 ○ ○ H 23 3 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県営十和田観光宿泊センター ○ 十和田ホテル株式会社 ○ ○ H 23 3 7 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県営八幡平オートキャンプ場 ○ 有限会社秋田八幡平リゾート ○ ○ H 23 3 7 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県営大潟スポーツ宿泊センター ○ 株式会社ルーラル大潟 ○ ○ H 23 3 7 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県営秋の宮山荘 ○ 株式会社秋の宮山荘 ○ ○ H 23 3 7 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県営鳥海観光宿泊センター ○ 株式会社フォレスタ鳥海 ○ ○ H 23 3 7 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県営男鹿オートキャンプ場 ○ 株式会社おが地域振興公社 ○ ○ H 23 3 7 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県営宮沢海岸オートキャンプ場 ○ 株式会社おが地域振興公社 ○ ○ H 23 3 7 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県営由利高原オートキャンプ場 ○ 由利本荘市 ○ ○ H 23 3 7 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県営田沢湖オートキャンプ場 ○ 商栄株式会社 ○ ○ H 23 3 7 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県田沢湖スキー場 ○ 田沢湖高原リフト株式会社 ○ ○ H 23 5 16 H 23 6 1 ○ ○

05秋田県 秋田県立男鹿水族館 ○ 株式会社男鹿水族館 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県民会館 ○ 財団法人秋田県総合公社 ○ ○ H 22 11 10 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県総合生活文化会館（音楽ホール、練習室等） ○ 厚生ビル管理株式会社 ○ ○ H 22 11 10 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県立体育館 ○ 財団法人　秋田県総合公社 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県立スケート場 ○ 財団法人　秋田県総合公社 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県立野球場 ○ 財団法人　秋田県総合公社 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県立向浜運動広場 ○ 財団法人　秋田県総合公社 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県立総合プール ○ 財団法人　秋田県総合公社 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県立新屋運動広場 ○ 特定非営利活動法人　スポーツクラブあきた ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県立総合射撃場 ○ 財団法人　秋田県総合公社 ○ ○ H 24 1 13 H 24 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県立田沢湖スポーツセンター ○ 田沢湖高原リフト　株式会社 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県立武道館 ○ 財団法人　秋田県総合公社 ○ ○ H 20 12 24 H 21 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県社会福祉会館 ○ 社会福祉法人秋田県社会福祉協議会 ○ ○ H 23 3 25 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県北部老人福祉総合エリア ○ 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団 ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県中央地区老人福祉総合エリア ○ 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団 ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県南部老人福祉総合エリア ○ 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団 ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県点字図書館 ○ 社会福祉法人　秋田県社会福祉事業団 ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県児童会館 ○ 特定非営利法人あきた子どもネット ○ ○ H 19 12 28 H 20 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県陽光園 ○ 社会福祉法人秋田県母子寡婦福祉連合会 ○ ○ H 22 11 4 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県総合保健センター ○ 財団法人秋田県総合保健事業団 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県健康増進交流センター ○ 河辺地域振興株式会社 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県中央男女共同参画センター ○ 特定非営利活動法人いきいきＦネット秋田 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県北部男女共同参画センター ○ 特定非営利活動法人秋田県北エヌ・ピー・オーセンター ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県南部男女共同参画センター ○ 特定非営利活動法人秋田県南ＮＰＯセンター ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県環境保全センター ○ 財団法人秋田県総合公社 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県営玉川温泉ビジターセンター ○ 株式会社玉川サービス ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県営玉川園地駐車場 ○ 田沢湖高原リフト株式会社 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県営祓川山荘 ○ 由利本荘市 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県営鉾立山荘 ○ にかほ市 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県営鉾立ビジターセンター ○ にかほ市 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県営秋田駒ヶ岳情報センター ○ 株式会社アロマ田沢湖 ○ ○ H 23 12 26 H 24 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県営素波里ふるさと自然公園センター ○ 藤里町 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県奥森吉青少年野外活動基地 ○ 特定非営利活動法人冒険の鍵クーン ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県環境と文化のむら ○ むつみ造園土木株式会社 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県農業研修センター ○ むつみ造園土木株式会社 ○ ○ H 19 12 27 H 20 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県花き種苗センター（温室・広場） ○ 昭和総合開発株式会社 ○ ○ H 23 3 23 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県岩館漁港海岸休憩施設 ○ 八峰町 ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県森林学習交流館 ○ 株式会社サンアメニティ ○ ○ H 22 12 27 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県産業振興プラザ ○ 財団法人あきた企業活性化センター ○ ○ H 23 3 1 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県金属鉱業研修技術センター ○ 株式会社アルバートホテル小坂 ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県勤労身体障害者スポーツセンター ○ 財団法人　秋田市勤労者福祉振興協会 ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田工業用水道 ○ 羽後ウォーター ○ ○ H 22 1 8 H 22 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県立小泉潟公園 ○ むつみ造園土木株式会社 ○ ○ H 22 12 28 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県立中央公園 ○ 財団法人秋田県総合公社 ○ ○ H 22 12 28 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県立北欧の杜公園 ○ 北欧の杜パークマネジメントＪＶ ○ ○ H 22 12 28 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県秋田湾・雄物川流域下水道（臨海処理区） ○ 東北環境管理株式会社 ○ ○ H 24 1 13 H 24 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県秋田湾・雄物川流域下水道（大曲及び横手処理区） ○ 株式会社県南環境保全センター ○ ○ H 24 1 13 H 24 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県米代川流域下水道 ○ 株式会社県北環境保全センター ○ ○ H 24 1 13 H 24 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県十和田湖公共下水道 ○ 株式会社県北環境保全センター ○ ○ H 24 1 13 H 24 4 1 ○ ○

05秋田県 マリーナ施設（秋田） ○ 株式会社マリーナ秋田 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○

05秋田県 マリーナ施設（男鹿） ○ 株式会社マリーナ秋田 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○

05秋田県 マリーナ施設(本荘） ○ 株式会社マリーナ秋田 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○

05秋田県 船川港金川多目的広場 ○ 男鹿市 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県大館能代空港周辺ふれあい緑地 ○ 株式会社友愛ビルサービス ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 県営住宅（県営新屋住宅） ○ 財団法人秋田県建築住宅センター ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 県営住宅（県営大野住宅） ○ 財団法人秋田県建築住宅センター ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 県営住宅（県営手形山一号住宅） ○ 財団法人秋田県建築住宅センター ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 県営住宅（県営手形山二号住宅） ○ 財団法人秋田県建築住宅センター ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 県営住宅（県営松崎住宅） ○ 財団法人秋田県建築住宅センター ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

管理開始日

指定管理者
制度導入施
設数

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

施設数

指定管理者名

j

指定管理者制度導入施設の状況

m

都道府県名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

h lk

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名 指定日

on

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査

a c d e f g

05秋田県 118 91 86 69 秋田県ゆとり生活創造センター

05秋田県 秋田県ふるさと村施設（近代美術館を除く）

05秋田県 秋田県営十和田観光宿泊センター

05秋田県 秋田県営八幡平オートキャンプ場

05秋田県 秋田県営大潟スポーツ宿泊センター

05秋田県 秋田県営秋の宮山荘

05秋田県 秋田県営鳥海観光宿泊センター

05秋田県 秋田県営男鹿オートキャンプ場

05秋田県 秋田県営宮沢海岸オートキャンプ場

05秋田県 秋田県営由利高原オートキャンプ場

05秋田県 秋田県営田沢湖オートキャンプ場

05秋田県 秋田県田沢湖スキー場

05秋田県 秋田県立男鹿水族館

05秋田県 秋田県民会館

05秋田県 秋田県総合生活文化会館（音楽ホール、練習室等）

05秋田県 秋田県立体育館

05秋田県 秋田県立スケート場

05秋田県 秋田県立野球場

05秋田県 秋田県立向浜運動広場

05秋田県 秋田県立総合プール

05秋田県 秋田県立新屋運動広場

05秋田県 秋田県立総合射撃場

05秋田県 秋田県立田沢湖スポーツセンター

05秋田県 秋田県立武道館

05秋田県 秋田県社会福祉会館

05秋田県 秋田県北部老人福祉総合エリア

05秋田県 秋田県中央地区老人福祉総合エリア

05秋田県 秋田県南部老人福祉総合エリア

05秋田県 秋田県点字図書館

05秋田県 秋田県児童会館

05秋田県 秋田県陽光園

05秋田県 秋田県総合保健センター

05秋田県 秋田県健康増進交流センター

05秋田県 秋田県中央男女共同参画センター

05秋田県 秋田県北部男女共同参画センター

05秋田県 秋田県南部男女共同参画センター

05秋田県 秋田県環境保全センター

05秋田県 秋田県営玉川温泉ビジターセンター

05秋田県 秋田県営玉川園地駐車場

05秋田県 秋田県営祓川山荘

05秋田県 秋田県営鉾立山荘

05秋田県 秋田県営鉾立ビジターセンター

05秋田県 秋田県営秋田駒ヶ岳情報センター

05秋田県 秋田県営素波里ふるさと自然公園センター

05秋田県 秋田県奥森吉青少年野外活動基地

05秋田県 秋田県環境と文化のむら

05秋田県 秋田県農業研修センター

05秋田県 秋田県花き種苗センター（温室・広場）

05秋田県 秋田県岩館漁港海岸休憩施設

05秋田県 秋田県森林学習交流館

05秋田県 秋田県産業振興プラザ

05秋田県 秋田県金属鉱業研修技術センター

05秋田県 秋田県勤労身体障害者スポーツセンター

05秋田県 秋田工業用水道

05秋田県 秋田県立小泉潟公園

05秋田県 秋田県立中央公園

05秋田県 秋田県立北欧の杜公園

05秋田県 秋田県秋田湾・雄物川流域下水道（臨海処理区）

05秋田県 秋田県秋田湾・雄物川流域下水道（大曲及び横手処理区）

05秋田県 秋田県米代川流域下水道

05秋田県 秋田県十和田湖公共下水道

05秋田県 マリーナ施設（秋田）

05秋田県 マリーナ施設（男鹿）

05秋田県 マリーナ施設(本荘）

05秋田県 船川港金川多目的広場

05秋田県 秋田県大館能代空港周辺ふれあい緑地

05秋田県 県営住宅（県営新屋住宅）

05秋田県 県営住宅（県営大野住宅）

05秋田県 県営住宅（県営手形山一号住宅）

05秋田県 県営住宅（県営手形山二号住宅）

05秋田県 県営住宅（県営松崎住宅）

指定管理者
制度導入施
設数

施設数

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名
　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ スポーツ振興のための自主事業 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ スポーツ振興のための自主事業 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ スポーツ振興のための自主事業 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ スポーツ振興のための自主事業 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ スポーツ振興のための自主事業 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ スポーツ振興のための自主事業 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ スポーツ振興のための自主事業 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ スポーツ振興のための自主事業 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ スポーツ振興のための自主事業 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 地域・社会貢献活動について ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 地域・社会貢献活動について ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 地域・社会貢献活動について ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 地域貢献度 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 地域貢献度 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 地域貢献度 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 地域貢献度 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

wp q

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

公表状況

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

評価

ｓ

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

y

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

vu

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

r

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査

a c d e f g

05秋田県 118 91 86 69 秋田県ゆとり生活創造センター

05秋田県 秋田県ふるさと村施設（近代美術館を除く）

05秋田県 秋田県営十和田観光宿泊センター

05秋田県 秋田県営八幡平オートキャンプ場

05秋田県 秋田県営大潟スポーツ宿泊センター

05秋田県 秋田県営秋の宮山荘

05秋田県 秋田県営鳥海観光宿泊センター

05秋田県 秋田県営男鹿オートキャンプ場

05秋田県 秋田県営宮沢海岸オートキャンプ場

05秋田県 秋田県営由利高原オートキャンプ場

05秋田県 秋田県営田沢湖オートキャンプ場

05秋田県 秋田県田沢湖スキー場

05秋田県 秋田県立男鹿水族館

05秋田県 秋田県民会館

05秋田県 秋田県総合生活文化会館（音楽ホール、練習室等）

05秋田県 秋田県立体育館

05秋田県 秋田県立スケート場

05秋田県 秋田県立野球場

05秋田県 秋田県立向浜運動広場

05秋田県 秋田県立総合プール

05秋田県 秋田県立新屋運動広場

05秋田県 秋田県立総合射撃場

05秋田県 秋田県立田沢湖スポーツセンター

05秋田県 秋田県立武道館

05秋田県 秋田県社会福祉会館

05秋田県 秋田県北部老人福祉総合エリア

05秋田県 秋田県中央地区老人福祉総合エリア

05秋田県 秋田県南部老人福祉総合エリア

05秋田県 秋田県点字図書館

05秋田県 秋田県児童会館

05秋田県 秋田県陽光園

05秋田県 秋田県総合保健センター

05秋田県 秋田県健康増進交流センター

05秋田県 秋田県中央男女共同参画センター

05秋田県 秋田県北部男女共同参画センター

05秋田県 秋田県南部男女共同参画センター

05秋田県 秋田県環境保全センター

05秋田県 秋田県営玉川温泉ビジターセンター

05秋田県 秋田県営玉川園地駐車場

05秋田県 秋田県営祓川山荘

05秋田県 秋田県営鉾立山荘

05秋田県 秋田県営鉾立ビジターセンター

05秋田県 秋田県営秋田駒ヶ岳情報センター

05秋田県 秋田県営素波里ふるさと自然公園センター

05秋田県 秋田県奥森吉青少年野外活動基地

05秋田県 秋田県環境と文化のむら

05秋田県 秋田県農業研修センター

05秋田県 秋田県花き種苗センター（温室・広場）

05秋田県 秋田県岩館漁港海岸休憩施設

05秋田県 秋田県森林学習交流館

05秋田県 秋田県産業振興プラザ

05秋田県 秋田県金属鉱業研修技術センター

05秋田県 秋田県勤労身体障害者スポーツセンター

05秋田県 秋田工業用水道

05秋田県 秋田県立小泉潟公園

05秋田県 秋田県立中央公園

05秋田県 秋田県立北欧の杜公園

05秋田県 秋田県秋田湾・雄物川流域下水道（臨海処理区）

05秋田県 秋田県秋田湾・雄物川流域下水道（大曲及び横手処理区）

05秋田県 秋田県米代川流域下水道

05秋田県 秋田県十和田湖公共下水道

05秋田県 マリーナ施設（秋田）

05秋田県 マリーナ施設（男鹿）

05秋田県 マリーナ施設(本荘）

05秋田県 船川港金川多目的広場

05秋田県 秋田県大館能代空港周辺ふれあい緑地

05秋田県 県営住宅（県営新屋住宅）

05秋田県 県営住宅（県営大野住宅）

05秋田県 県営住宅（県営手形山一号住宅）

05秋田県 県営住宅（県営手形山二号住宅）

05秋田県 県営住宅（県営松崎住宅）

指定管理者
制度導入施
設数

施設数

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名

※「aa欄　労働法令の遵守や雇用・労働条件への
配慮規定で「1」～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・記載がある場合
に記入

「労働法令を遵守すること」以外の具体的な内容を
簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 労働法令遵守のための職員体制を保持し、職員の ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 労働法令遵守のための職員体制を保持し、職員の ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 労働法令遵守のための職員体制を保持し、職員の ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ 指定管理者は社会保険を付保しなければならない ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

aa af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１
指定管理者｣を選
択した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

協定等

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

労働法令の遵守や
雇用・労働条件への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

aczの３

従前の管理状況

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への
損害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

債務負担

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

個人情報保護への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ ae

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

adzの５zの２zの１

利用者への損害賠
償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a c d e f g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

管理開始日

指定管理者
制度導入施
設数

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

施設数

指定管理者名

j

指定管理者制度導入施設の状況

m

都道府県名

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

h lk

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名 指定日

on

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

05秋田県 県営住宅（県営御野場住宅） ○ 財団法人秋田県建築住宅センター ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 県営住宅（県営イサノ住宅） ○ 財団法人秋田県建築住宅センター ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 県営住宅（県営桜ガ丘住宅） ○ 財団法人秋田県建築住宅センター ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 県営住宅（県営土崎港住宅） ○ 財団法人秋田県建築住宅センター ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 県営住宅（県営旭南住宅） ○ 財団法人秋田県建築住宅センター ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 県営住宅（県営南ヶ丘住宅） ○ 財団法人秋田県建築住宅センター ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 県営住宅（県営船越内子住宅） ○ 財団法人秋田県建築住宅センター ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 県営住宅（県営追分長沼住宅） ○ 財団法人秋田県建築住宅センター ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 県営住宅（県営矢留改良住宅） ○ 財団法人秋田県建築住宅センター ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 県営住宅（県営新屋改良住宅） ○ 財団法人秋田県建築住宅センター ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 県営住宅（県営将軍野改良住宅） ○ 財団法人秋田県建築住宅センター ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 県営住宅（県営手形山一号特定住宅） ○ 財団法人秋田県建築住宅センター ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県立美術館 ○ 公益財団法人平野政吉美術財団 ○ ○ H 24 3 16 H 24 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県青少年交流センター ○ 財団法人秋田県青年会館 ○ ○ H 23 1 14 H 23 4 1 ○ ○

05秋田県 秋田県自然体験活動センター ○ 八峰町 ○ ○ H 24 3 16 H 24 4 1 ○ ○

合計 118 91 86 69 86 36 4 27 11 8 31 32 8 6 0 7 2 62 17 0 7 0 1 1 0 0 84 0 0 0 0 0 0 76 6 4
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査

a c d e f g

指定管理者
制度導入施
設数

施設数

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名

05秋田県 県営住宅（県営御野場住宅）

05秋田県 県営住宅（県営イサノ住宅）

05秋田県 県営住宅（県営桜ガ丘住宅）

05秋田県 県営住宅（県営土崎港住宅）

05秋田県 県営住宅（県営旭南住宅）

05秋田県 県営住宅（県営南ヶ丘住宅）

05秋田県 県営住宅（県営船越内子住宅）

05秋田県 県営住宅（県営追分長沼住宅）

05秋田県 県営住宅（県営矢留改良住宅）

05秋田県 県営住宅（県営新屋改良住宅）

05秋田県 県営住宅（県営将軍野改良住宅）

05秋田県 県営住宅（県営手形山一号特定住宅）

05秋田県 秋田県立美術館

05秋田県 秋田県青少年交流センター

05秋田県 秋田県自然体験活動センター

合計 118 91 86 69 86

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4

wp q

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

公表状況

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

評価

ｓ

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

y

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

vu

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

r

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

34 52 77 9 79 7 78 61 79 79 16 79 7 81 5 86 0 3 83 84 0 2 0
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査

a c d e f g

指定管理者
制度導入施
設数

施設数

都道府県名

公の施設数 公の施設数

（公営住宅
除く）

指定管理者
制度導入施
設数

（公営住宅
除く）

施設名

05秋田県 県営住宅（県営御野場住宅）

05秋田県 県営住宅（県営イサノ住宅）

05秋田県 県営住宅（県営桜ガ丘住宅）

05秋田県 県営住宅（県営土崎港住宅）

05秋田県 県営住宅（県営旭南住宅）

05秋田県 県営住宅（県営南ヶ丘住宅）

05秋田県 県営住宅（県営船越内子住宅）

05秋田県 県営住宅（県営追分長沼住宅）

05秋田県 県営住宅（県営矢留改良住宅）

05秋田県 県営住宅（県営新屋改良住宅）

05秋田県 県営住宅（県営将軍野改良住宅）

05秋田県 県営住宅（県営手形山一号特定住宅）

05秋田県 秋田県立美術館

05秋田県 秋田県青少年交流センター

05秋田県 秋田県自然体験活動センター

合計 118 91 86 69 86

※「aa欄　労働法令の遵守や雇用・労働条件への
配慮規定で「1」～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・記載がある場合
に記入

「労働法令を遵守すること」以外の具体的な内容を
簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

aa af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１
指定管理者｣を選
択した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

協定等

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

労働法令の遵守や
雇用・労働条件への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

aczの３

従前の管理状況

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への
損害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

債務負担

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

個人情報保護への
配慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ ae

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

adzの５zの２zの１

利用者への損害賠
償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

55 0 31 0 83 0 3 0 82 0 4 0 49 0 36 1 62 0 24 0 83 1 2 0 63 0 23 0 80 6 82 1 3 0 4 79 3 0 0 76 1
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